別表（第５条、第６条関係）
 
	１
	２
	３
	４

	区　　　分
	基礎単価
	単位
	補助対象経費

	
地域密着型サービス等整備助成事業

	
施設等の整備に係る経費（工事費又は工事請負費及び工事事務費（工事請負費は県内事業者が施工を行ったもの、委託費は県内事業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りではない。））

	
	地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
	５，５３０千円
	整備床数
	

	
	地域密着型特別養護老人ホーム
（認知症高齢者グループホーム又は小規模多機能型居宅介護事業所との合築・併設を行う場合に限る。）
	５，５３０千円に1.05を乗じた額
	整備床数
	

	
	認知症高齢者グループホーム（空き家を活用した整備を除く。）
	４１，５００千円
	施設数
	

	
	小規模多機能型居宅介護事業所（空き家を活用した整備を除く。）
	４１，５００千円
	施設数
	

	
	看護小規模多機能型居宅介護事業所（空き家を活用した整備を除く。）
	４１，５００千円
	施設数
	

	
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
	７，３３０千円
	施設数
	

	
	認知症対応型デイサービスセンター（空き家を活用した整備に限る。）
	１１，０００千円
	施設数
	

	
	ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）（定員29名以下）
	５，５３０千円
	整備床数
	

	
	

	
介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

	第１欄に掲げる施設の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費（備品設置に伴う工事請負費（県内事業者が施工を行ったものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りでない。）を含む。）、報酬（最大６ヶ月間を上限とする。）、給料（最大６ヶ月間を上限とする。）、職員手当等（最大６ヶ月間を上限とする。）、共済費（最大６ヶ月間を上限とする。）、賃金（最大６ヶ月間を上限とする。）、旅費、役務費、委託料又は工事請負費（県内事業者が実施したものに限る。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りでない。）

	
	地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室
	１，０３６千円
	定員数
	

	
	認知症高齢者グループホーム
	１，０３６千円
	定員数
	

	
	小規模多機能型居宅介護事業所
	１，０３６千円
	宿泊
定員数
	

	
	看護小規模多機能型居宅介護事業所
	１，０３６千円
	宿泊
定員数
	

	
	介護付きホーム（定員29名以下）（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）
	１，０３６千円
	定員数
	

	
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
	１７，４００千円
	施設数
	

	
	
	
	
	

	
	ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）（定員29名以下）
	１，０３６千円
	定員数
	


[bookmark: _GoBack]
